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○二本松市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱 

令和４年10月25日告示第166号 

二本松市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第14条

第１項、第38条第１項、第50条第１項、第56条第１項及び第58条の８第１項の規定に基づき、市

が実施する指導及び監査（以下「指導監査」という。）について、必要な事項を定めるものとす

る。 

（指導監査の対象） 

第２条 指導監査の対象は、市内に所在する法第27条第１項に規定する特定教育・保育施設及び法

第29条第１項に規定する特定地域型保育事業者並びに法第30条の11第１項に規定する特定子ど

も・子育て支援施設等（以下「特定教育・保育施設等」という。）とする。 

（指導監査の方針） 

第３条 指導監査は、特定教育・保育施設等の設置者等の責務、二本松市特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例（平成26年二本松市条例第19号）、特定教育・保

育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育

及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等（平成27年内閣府告示第49号）その他関連

通知に規定する基準及び施設型給付費等の請求に関する事項並びに業務管理体制の整備に関する

事項（以下「基準条例等」という。）について周知徹底するとともに、過誤・不正を防止するた

めに実施するものとする。なお、指導監査を効率的かつ効果的な指導とするため、重点項目等を

掲げる実施計画を別に定めるものとする。 

（指導監査の実施体制） 

第４条 指導監査は、原則として、保健福祉部子育て支援課職員２人以上をもって実施するものと

する。 

（指導監査事項） 

第５条 指導監査は、次の事項について実施する。 

(１) 特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する事項 

(２) 施設型給付費等の請求に関する事項 

(３) その他市長が必要と認める事項 

（指導監査の種類） 
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第６条 指導監査の種類は、指導及び監査で構成する。 

２ 指導は、集団指導又は実地指導のいずれかの形態により行う。 

３ 監査は、法で定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合又は施設型給

付費等の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握

し、公正かつ適切な措置を講ずるために実施する。 

（集団指導） 

第７条 集団指導は、特定教育・保育施設等に対して周知徹底等を図る必要性があると認められる

場合に、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等により実施する。 

２ 市長は、集団指導を実施するときは、あらかじめ日時、場所、予定される指導内容等を特定教

育・保育施設等の設置者等に通知する。 

３ 市長は、集団指導を欠席した特定教育・保育施設等に対し、必要な情報提供に努め、直近の機

会に改めて集団指導の対象にする等の対応をとるものとする。 

（実地指導） 

第８条 実地指導は、特定教育・保育施設等において、基準条例等の遵守状況を確認するために、

関係書類の閲覧、関係者との面談等により定期的かつ計画的に実施する。 

２ 市長は、実地指導を実施するときは、あらかじめ根拠規定、目的、日時、場所、担当者、準備

すべき書類等を特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。 

３ 市長は、実地指導を実施したときは、特定教育・保育施設等に関する実地指導結果通知書（第

１号様式）により特定教育保育施設等の設置者等に通知する。 

４ 特定教育・保育施設等の設置者等は、前項の通知において改善を要する事項があった場合は、

指摘事項に係る改善の状況又は今後の改善計画について、市長が指定する期日までに実地指導・

監査指摘事項に関する改善報告書（第２号様式）を提出しなければならない。 

（監査） 

第９条 監査は、次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合に、実施するものとする。 

(１) 通報・苦情・相談等に基づき、具体的な違反疑義等が把握でき、又は違反が疑われる蓋然

性がある情報があった場合 

(２) 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す特定教育・保育施設等に係る情

報が得られた場合 

(３) 実地指導中に、著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小

学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合 
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(４) 実地指導中に、施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められた場合 

(５) 意図的な隠蔽等の悪質な不正が疑われる場合 

２ 市長は、監査を実施するときは、あらかじめ根拠規定、目的、日時、場所、担当者、準備すべ

き書類等を特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。ただし、実地指導中において監査の実

施へ変更となった場合等、緊急に監査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。 

３ 監査は、特定教育・保育施設等の設置者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他物件の提出若

しくは提示を命じ、出頭を求め、関係者に対して質問を行い、又は特定教育・保育施設等その他

運営に関係のある場所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他物件の検査を行うことにより実施

する。 

４ 市長は、監査を実施したときは、特定教育・保育施設等に関する監査結果通知書（第３号様式）

により特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。 

５ 特定教育・保育施設等の設置者等は、次条に定める行政上の措置に至らない軽微な改善を要す

ると認められた場合は、指摘事項に係る改善の状況又は今後の改善計画について、市長が指定す

る期日までに実地指導・監査指摘事項に関する改善報告書（第２号様式）を提出しなければなら

ない。 

（勧告及び命令） 

第10条 市長は、特定教育・保育施設等が法第39条第１項各号、法第51条第１項各号、法第57条第

１項又は法第58条の９第１項各号に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設等の設置

者等に対し、特定教育・保育施設等の監査に係る勧告書（第４号様式）により基準の遵守等を行

うよう勧告することができる。 

２ 市長は、特定教育・保育施設等が正当な理由なく前項の勧告に係る措置をとらなかったときは、

当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、特定教育・保育施設等の監査に係る命令書（第５

号様式）によりその勧告に係る措置をとるよう命令することができる。この場合において、市長

は、その旨を公示するとともに、認可等を行った県知事に通知しなければならない。 

３ 第１項の勧告又は前項の命令を受けた特定教育・保育施設等の設置者等は、市長が指定する期

日までに実地指導・監査指摘事項に関する改善報告書（第２号様式）を提出しなければならない。 

（確認の取消し等） 

第11条 市長は、特定教育・保育施設等が法第40条第１項各号、法第52条第１項各号又は法第58条

の10第１項各号に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、

又はその確認の全部又は一部の効力を停止することができる。この場合において、市長は、当該
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特定教育・保育施設等の設置者等の名称、所在地その他内閣府令で定める事項を県知事に届け出

るとともに、これを公示しなければならない。 

（聴聞・弁明の機会の付与） 

第12条 市長は、特定教育・保育施設等の設置者等に対して命令又は確認の取消し等の処分を行お

うとする場合は、監査後、処分の予定者に対して、行政手続法（平成５年法律第88号）第13条第

１項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行うものとする。ただし、同条第２項各

号のいずれかに該当する場合を除く。 

（不正利得の徴収） 

第13条 市長は、特定教育・保育施設等の設置者等に対して、勧告、命令、確認の取消し等を行っ

た場合において、その基礎となった事実が法第12条に定める偽りその他不正な手段により施設型

給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等の全部又は一部について、同

条第１項の規定に基づく不正利得の徴収（以下「返還金」という。）として徴収するものとする。 

２ 市長は、前項の返還金の徴収を求める際には、法第12条第２項の規定により、特定教育・保育

施設等に対し、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額

に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。 

３ 市長は、第１項の規定により施設型給付費等を返還させるときは、返還命令通知書（第６号様

式）により当該設置者等に通知するものとする。 

（結果等の公表） 

第14条 市長は、監査結果等について市ウェブサイトに掲載することにより公表するものとする。 

（情報提供） 

第15条 市長は、県知事又は関係行政機関に対して、監査結果の通知、行政上の措置、不正利得の

徴収の内容及び改善報告書の概要について情報提供を行う。 

（補則） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年10月25日から施行する。  
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第１号様式（第８条関係） 
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第２号様式（第８条、第９条、第10条関係） 
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第３号様式（第９条関係） 
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第４号様式（第10条関係） 
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第５号様式（第10条関係） 
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第６号様式（第13条関係） 

 


